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令和元年第７回大仙市教育委員会定例会議事録

令和元年第７回大仙市教育委員会定例会を令和元年７月２９日（月）午後３時３０分か

ら大曲図書館において開催した。

出席者

教育長 吉 川 正 一

委 員 風 登 森 一

鈴木 松右衛門（直樹）

工 藤 浩 一

中 島 康

髙 見 文 子

説明員

教育指導部長 佐 藤 英 樹

生涯学習部長 安 達 成 年

教育総務課長 田 口 広 龍

教育指導課長 島 田 智

学校給食総合センター所長 俵 谷 憲 朗

生涯学習課長 大 沼 利 樹

文化財保護課長 熊 谷 直 栄

スポーツ振興課長 伊 藤 優 俊

総合図書館長 岡 田 久美子

総合市民会館長 品 川 雄 喜

花火伝統文化継承資料館長 竹 村 宏 之

教育研究所長 櫻 田 武

花館公民館長 寺 村 彰 浩

神岡中央公民館長 藤 井 良 子

西仙北中央公民館長 小山田 幸 哉

中仙公民館長 髙 橋 千 秋

協和公民館長 今  子

南外公民館長 佐 藤 政 利

仙北公民館長 小 松 暢 子

太田公民館長 黒 澤 伸 朗

書記

教育総務課主幹 小 松 和 範
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付議案件

議案第４２号 大仙市招致外国青年任用規則の一部を改正する規則の制定について

議案第４３号 大仙市教育支援委員会委員の委嘱について

議案第４４号 教育支援専門検査員の委嘱について

議案第４５号 大仙市立小学校用教科用図書の採択について
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吉川教育長

委員の皆様、お忙しい中、またお暑い中、御出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。

本日は、全員御出席です。書記に小松主幹を指名いたします。

ただいまから、第７回大仙市教育委員会定例会を開催いたします。

前回定例会の議事録は、ただいま、委員の皆様方からの署名をもって、承認していただ

きました。

本日の議事及び進行について、私から御提案申し上げます。

本日の付議案件は、４件となっております。このうち、議案第４５号「大仙市立小学校

用教科用図書の採択について」は意思決定過程の情報でありまして、公開することにより

支障が生じるおそれがありますので、これに限り秘密会にしたいと思います。

これに伴い、教育長報告の後、議案第４２号から議案第４４号までを御審議いただきま

して、その次に次第の５番その他に入らせていただきます。その他終了後、秘密会として

議案第４５号について御審議いただくということで、会議をスムーズに進めさせていただ

きたいと思いますが、皆様、いかがでしょうか。

各委員（異議なし）

吉川教育長

ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきます。

改めまして、この７月１日から工藤委員が２期目に入りました。よろしくお願いいたし

ます。なお、委員名簿を資料として配付しておりますので、後ほど御覧ください。

鈴木委員が松右衛門を襲名されております。名簿にはカッコ書きで襲名前の名前を記載

しておりますが、今後は、鈴木松右衛門委員とお呼びさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、教育長報告に入らせていただきます。

資料の１ページを御覧ください。

最初に学校教育関係ですが、７月は１０校訪問させていただきました。今年はこれまで

１６校を訪問しております。昨年よりどの学校も職員、児童生徒の表情が良く、主体的・

対話的な学びに近づいていると感じております。

特色ある教育活動ですが、７月２３日から２５日まで、今年も市の総合政策課主管の非

核平和レポーター派遣事業が実施されました。市内４校の中学校から４名の生徒が広島へ

派遣されております。派遣後、レポートとしてまとめられ、各学校に送付される予定です。

また、３年目となる市教育委員会主催の企業等の見学デーですが、今年は農業科学館の施

設見学や高校生の参加も組み込み、少しでも多くの若者に大仙市の様々な産業を体験でき

るよう進めております。

スポーツ関係では、バレーボールや卓球、ソフトテニス、剣道、空手の各スポーツ少年

団が全国大会に臨みます。更に、市内小学校２校から全県大会で好成績をとった２名が、

全国や東日本の小学生陸上競技大会に出場します。また、全県中学校総合体育大会で優勝

した女子バレーボールの仙北中や女子卓球と女子バドミントンの大曲中をはじめ、女子バ
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レーボールの大曲中、男子バドミントンの大曲中と西仙北中、女子バドミントンの平和中、

女子テニスの協和中、男子柔道の大曲中が団体種目での東北大会への切符を手にしており

ます。そして、現在、全県少年野球の決勝戦が行われております。仙北中は決勝に進んで

おりますので、既に東北大会の出場権を得ております。今年は８月８日から、秋田市で開

催される予定であります。

研修関係では、７月５日に、今年も約７３０名の参加を得て、東北六県市町村教育委員

会連合会研修会が郡山市で開催され、本市からは風登教育委員と私が参加させていただき

ました。通信でも報告しておりますが、福島県立博物館の赤坂館長さんの講演があり、明

治初期の外国人から見た日本人の心の豊かさについて、「成熟した社会」という観点から

貴重な示唆を与えていただくことができました。

県外視察関係ですが、７月も県外からの視察をお迎えしており、宮城県栗原市からの滞

在型の視察研修をはじめ、滋賀県や高知県、島根県からの教員や議員の皆様の視察を受け

ております。

資料２ページを御覧願います。

社会教育関係では、昨年は神岡地域で開催された「社会を明るくする運動・講演と作文

発表の集い」が、今年は７月１８日に美郷町公民館で開かれております。なお、作文発表

は美郷中学校の生徒のみとなっております。

社会体育関係では、７月１３日から１５日まで、第３回全国５００歳野球大会が開催さ

れました。県外からの２２チームを含む３２チームが熱戦を繰り広げました。決勝は地元

神岡の神岡大浦クラブと岩手県のＩ．Ｏ．Ｆ．Ｃとの試合でしたが、岩手県チームが攻守

ともリードし、見事優勝しました。来年は、更なる地元チームの頑張りとより多くの県外

からの参加を期待したいと思います。

児童生徒の安全・安心面では、特に大きな事故等はございませんでした。

ただ、熊の出没が相次いでおり、学校には熊情報に十分気を付けてくださるようお願い

しております。

以上で私からの報告を終わります。

それでは、次に各課・所・館から事務事業・行事報告をしていただきます。まず、教育

総務課長、お願いします。

教育総務課長

それでは、会議資料３ページを御覧ください。教育総務課は、５項目記載しております。

はじめに、２番の「教育事務の点検評価に関する外部評価委員会」についてです。７月

３日、この会場で開催しております。昨年度の教育委員会が実施した事務事業の中から

１７の事業を選んで、三人の外部評価委員の皆様に事業内容を説明し、質疑応答を行いま

した。

現在、委員の皆様から評価をいただき、報告書を作成中でありますが、その内容につき

ましては、来月の定例会で説明させていただきます。

次に、３番になります。７月１７日に市議会の臨時会が開催されましたが、本会議終了

後、中仙地域の学校統合について、議員全員協議会を開催していただき、改めて市の統合

方針を説明させていただきました。議員の皆様から質問はございませんでした。９月の市
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議会に関連条例案を提出すべく準備を進めてまいります。

教育総務課は、以上であります。

吉川教育長

次に、教育指導課長、お願いします。

教育指導課長

教育指導課は、１５項目挙げさせていただきました。

その中で、９番の全県総体について説明いたします。先ほど教育長報告でもお話があり

ましたが、全県総体において、大仙市内の小・中学校が大変良い成績を収めております。

女子バレーボールの仙北中、女子卓球の大曲中、女子バドミントンの大曲中、団体ではこ

の３チームが優勝を果たすことができました。次に、個人種目ですが、柔道の優勝者につ

いては、東北大会へ出場するほか、そのまま全国大会にも出場することになっております。

また、通信陸上で大曲中の生徒が、男子３,０００メートルにおいて、全国標準記録を突

破し、全国大会への出場を決めております。

続きまして、１２番の全県少年野球についてですが、仙北中が決勝に駒を進め、今、ま

さにその試合が行われていて、大健闘しているところであります。

教育指導課は、以上です。

吉川教育長

次に、学校給食総合センター所長、お願いします。

学校給食総合センター所長

学校給食総合センターは、８項目記載しております。そのうちの８番ですが、全県から

学校給食関係者が集う秋田県学校給食研究協議大会が、７月３１日、大曲市民会館におい

て開催されることになっております。以上です。

吉川教育長

次に、生涯学習課長、お願いします。

生涯学習課長

生涯学習課は、５項目記載しております。そのうち４番、７月２６日に行われました

（仮称）大綱交流館等整備事業建築工事安全祈願祭では、関係者８２名の参列の下、新築

工事に関わる安全を祈願しております。来年７月の完成に向けて、工事が本格的に始まる

ことになりますが、事故のない安全で円滑な工事となるよう強く願っております。以上で

ございます。

吉川教育長

次に、文化財保護課長、お願いします。
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文化財保護課長

文化財保護課は、４項目記載しております。４番、内小友寺山の佐藤公一家さんの住宅

の調査につきまして、７月１７日と１８日に１回目の調査を行っております。これから１０

月頃まで、通算して１０日ほどの現地調査を行い、その後、冬場に図面の作成や写真整理

をしていく予定で、順調に調査の方を進めているところであります。以上、報告いたしま

す。

吉川教育長

次に、スポーツ振興課長、お願いします。

スポーツ振興課長

スポーツ振興課は、５項目記載しております。

５番の第３回全国５００歳野球大会につきまして、決勝戦の結果は、先ほど教育長から

御報告いただいたとおりであります。そのほかの試合結果につきましては、お手元にＡ３

判のトーナメント結果表をお配りしておりますので、こちらで御確認いただきたいと思い

ます。中高年に限らず、先ほどから小・中学生のスポーツによる活躍など、大変うれしい

報告が続いております。

資料には記載しておりませんが、添付資料として「大仙市内サマーキャンプ実施予定表」

を配付しておりますので御覧願います。昨日から既に神奈川県の霧が丘高校が、太田球場

の方で合宿を実施しております。次に、２枚目の横浜商科大学硬式野球部の交流試合日程

表を御覧願います。８月３日から９日まで、毎日数試合行う予定となっていて、市内及び

秋田県南地区の高校とも練習試合をしていただけるとのことで、こちらも大変うれしく思

っております。更に、８月５日には神岡・西仙北・協和・南外地域の中学校の生徒を対象

に、平和中学校のグラウンドを会場として、横浜商科大学硬式野球部のレギュラーメンバ

ーが講師となり、野球教室を開催していただく予定になっております。

また、早稲田大学応援部の一般観覧可能無料事業として、８月７日の第４１回全県５００

歳野球大会抽選会において、応援パフォーマンスを披露していただくことになっておりま

す。８月１４日には、成果発表・総合練習の公開練習が行われますので、是非御覧になっ

ていただければと思います。

そのほか、東京学芸大附属高校も横浜商科大学と並び２２年連続で、サマーキャンプを

実施していただけることになっております。以上でございます。

吉川教育長

次に、総合図書館長、お願いします。

総合図書館長

総合図書館は、１１項目記載しております。４番についてですが、今年も大曲ロータリ

ークラブさんから、大型絵本６冊と紙芝居２セットを贈っていただき、市内８図書館で活

用させていただいております。以上です。
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吉川教育長

次に、総合市民会館長、お願いします。

総合市民会館長

総合市民会館は、５項目記載しております。

２番のＮＨＫ・ＦＭ「吹奏楽のひびき」につきましては、８月７日水曜日、午前５時か

らＢＳプレミアムでテレビ放映もされますので、御視聴くださるようお願いします。

また、３番と５番のわらび座ミュージカル「ＫＩＮＪＩＲＯ！」につきましては、チケ

ットの発売を開始しております。

４番の「岩崎宏美 ｗｉｔｈ 宗次郎」のコンサートにつきまして、８月１０日から電話

予約を開始したいと思っております。以上でございます。

吉川教育長

次に、花火伝統文化継承資料館長、お願いします。

花火伝統文化継承資料館長

はなび・アムは、３項目記載しております。

資料には記載しておりませんが、明日７月３０日に、３階の企画展示の展示替えを行い

ます。大曲の花火の受賞作品展として、大曲の花火ではどのような賞があるのかという紹

介と、作品を写真パネルで展示することになっております。第８３回と第８７回大会で、

大仙市の花火屋さんが内閣総理大臣賞を受賞しておりますので、表彰状とカップ、そして

受賞した作品を写真で紹介いたします。

また、８月４日からは、はなび・アム別館において、大曲の街並みや花火打ち上げ場の

今昔を、写真や新聞記事などで紹介する特別展示を予定しております。以上でございます。

吉川教育長

次に、花館公民館長、お願いします。

花館公民館長

花館公民館は、６項目記載のとおりであります。以上です。

吉川教育長

次に、神岡中央公民館長、お願いします。

神岡中央公民館長

神岡中央公民館は、１０項目記載しております。そのうち１番、大仙仙北スポーツ少年

団選抜野球大会が行われ、角館マックスさんと花館ドッカーンズさんが、来月開催される

ナイスカップ杯への出場権を得ております。以上です。
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吉川教育長

次に、西仙北中央公民館長、お願いします。

西仙北中央公民館長

西仙北中央公民館は、１０項目記載しております。先ほど生涯学習課長からも御報告が

ありましたが、８番の（仮称）大綱交流館等整備事業建築工事安全祈願祭が、７月２６日

に行われまして、着工に向けて準備が進められているところです。以上です。

吉川教育長

次に、中仙公民館長、お願いします。

中仙公民館長

中仙公民館は、７項目記載しております。その中で６番の自主事業「渡辺香津美＆須川

展也プレミアム・ジャズライブ」についてですが、ギターの渡辺香津美さん、サックスの

須川展也さんの二人に、ベースの井上陽介さんを加えたジャズライブでした。世界的に有

名な三人の生演奏が聴けるとのことで、市内だけでなく県内外から問い合わせが多く寄せ

られ、当日もたくさんのジャズファンの方々から御来場いただきました。全１４曲の演奏

でしたが、渡辺香津美さんの「遠州つばめ返し」という曲では、演奏のところどころにド

ンパン節のフレーズが入り、お客様も大いに盛り上がっておりました。また、演奏終了後

のサイン会にも多くの方々が並ばれていて、改めて三人の人気の高さが伺え、お客様にも

十分満足していただけたと感じることができたライブでした。以上です。

吉川教育長

次に、協和公民館長、お願いします。

協和公民館長

協和公民館は、１０項目記載しております。その中で９番の夏休み夜の図書館について

ですが、こちらは長い夏休みの期間中、会館時間を午後８時まで延長することで、図書に

触れ、読書に取り組むきっかけを作ることと、同時に夏休みの工作作りも兼ねた内容で実

施しております。当日は、親子９名の方々から御参加いただき、ペットボトルのキャップ

を使った帽子型のキーホルダー作りや、図書選びを楽しんでいただきました。以上です。

吉川教育長

次に、南外公民館長、お願いします。

南外公民館長

南外公民館は、１１項目記載しております。そのうちの１０番、魁星旗争奪第２７回全

県５５０歳野球大会が、本日の午前中、好天にも恵まれ、無事に決勝戦を行うことができ

ました。大仙市の角間川角球クラブが初優勝に輝いております。詳しい活躍ぶりは、明日

の魁新聞で御覧いただければと思います。現在の大仙市内から出場しているチームが優勝
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したのは、合併前になりますが、平成１２年に大曲クラブが優勝して以来となります。以

上です。

吉川教育長

次に、仙北公民館長、お願いします。

仙北公民館長

仙北公民館は、１０項目記載しております。１０番のサタデーキッズパーク「子供夏祭

りデラックス」は、先週の土曜日に行われたものです。今年は１４２名の親子から御参加

いただきまして、体験型の製作遊びと、屋台をイメージしたコーナー遊びなどを、イベン

トとして実施しました。普段のサタデーキッズパークの拡大版のようなイベントですが、

たくさんの方々から御参加いただき、大変盛り上がりました。以上です。

吉川教育長

最後に、太田公民館長、お願いします。

太田公民館長

太田公民館は、９項目記載しております。そのうち８番のおおた花の会役員会ですが、

７月２４日に開催しまして、今年度で２７回目となる「太田花だんフェア」を、８月２４

日から９月１日までの９日間にわたり、太田中学校の前庭を会場として開催することを決

定しました。また、イベントとして８月２５日日曜日に、太田中学校と太田南小学校のス

クールバンドの演奏が、午前１１時３０分から行われますので、多くの皆様の御来場をお

待ちしております。以上です。

吉川教育長

以上、各課・所・館から事務事業・行事報告をしていただきました。ただいまの報告に

つきまして、委員の皆様から御質問等ございましたら、お願いいたします。

吉川教育長

中仙公民館のジャズライブは、何名くらい集まったものでしょうか。

中仙公民館長

２８６名の方々から御来場いただきました。

工藤委員

今回の全県中学校総合体育大会では、子供たちの活躍を聞いて、非常に喜んでいるとこ

ろであります。私自身も子供たちの応援のため、いろいろな場所を訪れましたが、体育館

等で行われた競技では、靴の盗難が結構あったようです。体育館の管理者側でも注意喚起

していて、先生方も下駄箱の前で見張ったりしていたのですが、何件か盗難が発生したと

のことでした。他の市町村でも多く発生しているという話は聞いていますが、せっかく応
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援に駆けつけてくれた保護者や御家族の方々が、悲しく嫌な気持ちで帰ることになると思

い、どうにか盗難を防止する方法がないものかと意見させてもらいました。大会の運営側

でもかなり注意喚起しておりましたが、それでも下駄箱に置いていく方がいらっしゃいま

したので、例えば、その期間中はまったく下駄箱を使用できないようにするなど、盗難を

防止するための案があれば良いのではないかと思いました。

生涯学習部長

盗難防止については、指定管理者と相談していきたいと思っておりますが、現在のとこ

ろ、対策としてはイベントなど催し物が開催されている時は、ナイロン袋に靴を入れて持

っていてもらうというのが、盗難防止策として良いのではないかと考えております。

工藤委員

実際にその取組が行われているところも見たのですが、ナイロン袋に靴を入れるものの、

そのまま下駄箱に置いていってしまう方が見受けられました。やはり、下駄箱があるとそ

こに置いてしまうと思うので、下駄箱スペースに行けないようするのも盗難防止策の一つ

ではないかと考えます。

吉川教育長

一番はモラルの問題であると考えます。「靴の盗難が多数発生しています」や「皆さん

のモラルが試されています」などの注意書きを、もっと人目に付く目立つ場所に掲示して、

より一層、注意喚起に力を入れていかなければならないと思っています。

下駄箱スペースに行けないようにすることは、有効な策の一つであると思いますが、大

会を運営する側の意向もあると思いますので、我々だけで一方的に決めつけるのではなく、

運営側の団体とも協議して対策を進めていきたいと思います。

工藤委員

よろしくお願いします。

吉川教育長

ほかにございませんか。

各委員（なし）

吉川教育長

それでは、これで教育長報告を終わらせていただきます。

次に、付議案件に入ります。はじめに、議案第４２号「大仙市招致外国青年任用規則の

一部を改正する規則の制定について」を議題といたします。教育指導課長、説明をお願い

いたします。
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教育指導課長

議案第４２号「大仙市招致外国青年任用規則の一部を改正する規則の制定について」御

説明申し上げます。資料の１０ページを御覧願います。１１ページには改正する部分を示

しています。また、資料２は現行と改正後案の対照表であります。

概要を説明いたします。国際交流員ＣＩＲや外国語指導助手ＡＬＴの任用期間は、現行

の本規則により来日日の翌日から起算して、１年間を経過する日までとなっております。

通常は、８月に来日するため、８月から翌年の８月までとなります。しかし、地方公務員

法や地方自治法の改正により、令和２年４月１日から施行される会計年度任用職員制度に

伴って、今年度に限りＡＬＴ等の任用期間を３月３１日までとするものであります。今年

の８月で任用期間満了となるＡＬＴの場合も、再度の任用期間が１年間ではなく令和２年

３月３１日までとなるというものであります。ただし、３月３１日で任用期間満了のあと

も、教育委員会が外国青年としてふさわしいと認める場合は、８月まで再度の任用となる

ということでございます。なお、３月３１日をもって任用を更新しない場合は、帰国旅費

等を支払わないということであります。４月１日からは、市が制定する会計年度任用職員

制度の規則に従って本規則も運用されることになります。市全体の制度については、現在

総務課で検討中とのことであります。

以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議の程、お願いいたします。

吉川教育長

ただいまの説明につきまして、委員の皆様から御質問等ございませんでしょうか。

吉川教育長

どのような場合、この附則が適用されるのでしょうか。

教育指導課長

任用期間が１年であることに変わりはありませんが、地方公務員法及び地方自治法の改

正に伴い、身分制度が令和２年４月１日で変わることになるため、令和２年３月３１日で

区切りをつける必要があります。そこで区切りをつけた上で、令和２年４月１日から８月

まで新しい身分制度により任用されることになります。この改正を見据えて、今回のみこ

の附則が適用されることになりますが、実質はこれまでと変わるものではありません。

吉川教育長

附則では令和２年３月３１日までとなっていますが、毎年これと同様の案件の審議が必

要になってくるのでしょうか。

教育指導課長

毎年御審議いただくことはありません。新しい身分制度になる前に、令和２年４月１日

から８月までの特例を設ける必要はあると思いますが、来年の８月以降は、元の８月から

８月までの１年間に戻ることになると思われます。

令和２年４月から身分制度が変わることになりますが、市全体の制度がまだ検討中で、
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来年度の条例もまだ決まっていない現状では、４月以降の任用期間などについて決定する

ことができませんので、一旦、令和２年３月３１日で区切らざるを得ないため、今回の改

正が必要となったものです。

吉川教育長

分かりました。令和２年４月から新しい身分制度になる上で、今回の改正が必要になっ

たということで、理解しました。

ほかに、ございませんでしょうか。

各委員（なし）

吉川教育長

皆様、よろしいでしょうか。それでは、本案は原案どおり制定することに御異議ござい

ませんか。

各委員（異議なし）

吉川教育長

それでは、本案は原案どおり制定することとします。

次に、議案第４３号と議案第４４号は関連がございますので、一括して御審議いただき

たいと思います。議案第４３号「大仙市教育支援委員会委員の委嘱について」及び議案第

４４号「教育支援専門検査員の委嘱について」を議題といたします。

教育指導課長、説明をお願いいたします。

教育指導課長

議案第４３号と議案第４４号をまとめて説明させていただきます。

はじめに、議案第４３号「大仙市教育支援委員会委員の委嘱について」御説明申し上げ

ます。資料の１２ページを御覧願います。なお、１３ページに委員の名簿がございますの

で、そちらも御覧願います。

教育支援委員会とは、幼児、児童生徒の障がいの種類、程度等に応じて教育学、医学、

心理学等の観点から総合的な判断を行いまして、適切な就学指導を行うために設置してい

る調査・審議機関であります。

本案は、大仙市教育支援委員会規則第３条の規定により、１３ページの名簿の方々を委

員に委嘱しようとするものでございます。

任期は、令和元年８月１日から令和２年７月３１日までの１年間となります。

次に、議案第４４号「教育支援専門検査員の委嘱について」御説明申し上げます。

資料の１４ページを御覧願います。なお、１５ページに専門検査員の名簿がございます

ので、そちらも御覧願います。

議案第４４号について、教育支援専門検査員とは、教育支援委員会の下に置かれ、教育

支援委員会が適切な就学指導を行えるよう、幼児、児童生徒の障がいの種類、程度等に応
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じてその関連する専門事項について検査又は調査し、必要な資料を作成することを職務と

するものであります。

本案は、平成３１年度の就学指導を行うに当たり、専門検査員を委嘱する必要があるこ

とから、大仙市教育支援委員会規則第８条第２項の規定により、１５ページの名簿の方々

を専門検査員に委嘱しようとするものでございます。

任期は、当該専門事項に関する検査又は調査の期間となります。

以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議の程、お願いいたします。

吉川教育長

ただいまの説明につきまして、委員の皆様から御質問等ございませんでしょうか。

吉川教育長

基本的に、この職に就いていた方々の異動等に伴い、新任の方に委嘱することになると

考えてよろしいでしょうか。

教育指導課長

そのとおりであります。

吉川教育長

ほかに、ございませんでしょうか。

各委員（なし）

吉川教育長

皆様、よろしいでしょうか。両案は原案どおり委嘱することに御異議ございませんか。

各委員（異議なし）

吉川教育長

それでは、御異議なしと認め、議案第４３号「大仙市教育支援委員会委員の委嘱につい

て」及び議案第４４号「教育支援専門検査員の委嘱について」は、原案どおり委嘱するこ

とといたします。

ここで、冒頭に御承認いただきましたとおり、議案第４５号「大仙市立小学校用教科用

図書の採択について」は、後ほど、御審議いただくことにいたしまして、次第の５番、

その他に入らせていただきます。

皆様から、何かございませんでしょうか。

（なし）
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吉川教育長

ないようですので、教育総務課長から次回の日程についてお願いいたします。

教育総務課長

次回は、８月２３日金曜日の午後１時３０分から、ここで開催したいと考えております。

御検討をよろしくお願いいたします。

吉川教育長

次回定例会につきましては、８月２３日金曜日の午後１時３０分から、ここで開催した

いということでございます。皆様いかがでしょうか。

各委員（異議なし）

吉川教育長

ありがとうございます。それでは、次回の定例会は、そのようにさせていただきます。

それでは、ここで一旦、休憩といたします。この後は、秘密会とさせていただきます。

教育指導部長、教育指導課長、教育研究所長に説明員として出席をお願いします。そのほ

かの職員の皆様は、ここで退席ということでよろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。

（以下、秘密会）


